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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第161期

第３四半期連結
累計期間

第162期
第３四半期連結
累計期間

第161期

会計期間

自平成22年
４月１日
至平成22年
12月31日

自平成23年
４月１日
至平成23年
12月31日

自平成22年
４月１日
至平成23年
３月31日

売上高（百万円） 80,215 68,972 118,501

経常利益（百万円） 1,331 1,369 2,680

四半期（当期）純利益（百万円） 741 674 1,503

四半期包括利益又は包括利益

（百万円）
504 354 1,217

純資産額（百万円） 31,998 32,430 32,667

総資産額（百万円） 59,320 56,806 69,830

１株当たり四半期（当期）純利益金額

（円）
21.45 19.55 43.48

潜在株式調整後１株当たり四半期（当

期）純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） 53.9 57.0 46.7

　

回次
第161期

第３四半期連結
会計期間

第162期
第３四半期連結
会計期間

会計期間

自平成22年
10月１日
至平成22年
12月31日

自平成23年
10月１日
至平成23年
12月31日

１株当たり四半期純利益金額（円） 4.57 0.72

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

４．第161期第３四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第25号　平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。　　

　

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについての重要な変更はありません。　

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

  文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 業績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災の影響による企業生産活動の停滞から徐々に回

復に向いましたが、ギリシャ債務危機に端を発した欧州諸国の景気減速や円高傾向の定着、原材料価格の高騰、タイの

洪水被害による影響等により、予断を許さない状況が続いております。

当社グループが関連する業界におきましても、中国をはじめとしたアジア地域における経済成長減速の影響を受

け、在庫調整もあり製造業の生産は減少傾向にありました。

このような状況下、当社グループはこれまで培ってきた技術力と営業力を駆使し、引続き被災地の復旧・復興を最

優先に事業活動に取組むとともに、中期経営計画『 CI・W-3 』の２年目として基幹ビジネスの進化に努め、今後も成

長が期待出来る環境・エネルギーをキーワードにしたニュービジネスの創出に注力してまいりました。

しかしながら当第３四半期連結累計期間につきましては期初の東日本大震災による商品供給不足の影響や、アジア

地域の製造業の生産減少等により連結売上高は68,972百万円(前年同期比14.0%減)となりました。一方利益面で、連結

経常利益は付加価値の高い電力監視等、省エネ関連ビジネスの推進により1,369百万円(前年同期比37百万円増)とな

りましたが、四半期連結純利益につきましては税制改正の影響から674百万円(前年同期比67百万円減)と減収減益と

なりました。
　
セグメント別の営業の概況

　 　 　 　(単位：百万円)

　 　 前第３四半期連結

累計期間

当第３四半期連結

累計期間

増減率

　 　 増減額

情通・デバイス事業　　
売 上 高 28,688 19,540 △31.9%

経常利益 673 252 △421

ＦＡシステム事業
売 上 高 23,901 27,200 13.8%

経常利益 661 1,100 439

ビル設備事業
売 上 高 8,993 9,351 4.0%

経常利益 △27 30 57

インフラ事業
売 上 高 18,631 12,880 △30.9%

経常利益 114 △80 △195

　
①情通・デバイス事業

情報通信分野では、画像情報システムがリニューアル案件の減少と設備投資の停滞により、流通業向け金融業向

けともに減少しました。

半導体・デバイス分野では、産業用パワーデバイスが省エネ需要の高まりを受けて堅調に推移しました。一方、

ハードディスクドライブ用マイコンは期初のメーカー被災による出荷停滞と一部商品の生産終息により大幅に減

少し、事業全体では31.9%の減収となりました。
　
②FAシステム事業

FA分野では、製造業の海外シフトによる需要減により放電・レーザー加工機の低迷が続いているものの、主力の

コントローラを始めとする制御機器は、自動車関連産業における新興国向需要、及び食品・医療関連産業向などが

好調に推移しました。

また、震災による電力供給不足の影響から、電力監視システム関連機器や電源機器の需要が伸長し、事業全体とし

ては13.8%の増収となりました。
　
③ビル設備事業

冷熱分野では、空調機器が節電対策用のリプレース需要により堅調に推移しました。

設備分野では、発電機が震災による電力不足を背景に企業向けに需要が増加した他、無停電電源装置もバッテ

リーの更新需要から好調に推移しました。

昇降機分野では首都圏を中心に案件の減少や、一部震災の影響もありましたが事業全体では4.0%の増収となりま

した。
　
④インフラ事業

交通分野では、鉄道事業者の環境配慮、安全に対する活発な設備投資により車両用電機品、受変電設備ともに引合

は増加しているものの、震災の影響があり納期延伸傾向にあります。また、無線通信機は更新需要が一巡したことに

より減少し、事業全体では30.9%の減収となりました。  
　
(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
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(3) 研究開発活動

  該当事項はありません。　
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 90,000,000

計 90,000,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成23年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年２月８日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 34,907,025 34,907,025
東京証券取引所

（市場第一部）

単元株式数

1,000株

計 34,907,025 34,907,025 ― ―

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
　

(百万円)

資本金残高
　

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成23年10月１日～

平成23年12月31日
― 34,907,025 ― 5,576 ― 5,359

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 （平成23年12月31日現在）

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

普通株式     424,000
― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式  34,063,000 34,063 ―

単元未満株式 普通株式     420,025 ― ―

発行済株式総数 34,907,025 ― ―

総株主の議決権 ― 34,063 ―

　（注) １　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式998株が含まれております。

　

②【自己株式等】

 （平成23年12月31日現在）

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(％)

(自己保有株式)

㈱カナデン

東京都港区新橋

４―22―４
424,000－ 424,000 1.21

計 ― 424,000－ 424,000 1.21
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２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成23年10月１日から平成

23年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

EDINET提出書類

株式会社カナデン(E02580)

四半期報告書

 9/19



１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 14,491 3,972

受取手形及び売掛金 ※1
 31,147

※1
 21,471

有価証券 6,447 13,197

商品及び製品 3,711 5,175

原材料及び貯蔵品 3 0

その他 3,109 2,642

貸倒引当金 △29 △18

流動資産合計 58,882 46,441

固定資産

有形固定資産 4,753 4,665

無形固定資産 783 640

投資その他の資産

その他 5,489 5,137

貸倒引当金 △78 △79

投資その他の資産合計 5,411 5,058

固定資産合計 10,948 10,364

資産合計 69,830 56,806
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 30,327 18,861

未払法人税等 984 24

引当金 1,388 527

その他 3,027 3,543

流動負債合計 35,727 22,957

固定負債

退職給付引当金 730 802

役員退職慰労引当金 222 223

その他 482 392

固定負債合計 1,435 1,418

負債合計 37,163 24,375

純資産の部

株主資本

資本金 5,576 5,576

資本剰余金 5,362 5,362

利益剰余金 21,840 21,928

自己株式 △224 △228

株主資本合計 32,554 32,637

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △211 △579

土地再評価差額金 525 616

為替換算調整勘定 △249 △281

その他の包括利益累計額合計 64 △245

少数株主持分 48 37

純資産合計 32,667 32,430

負債純資産合計 69,830 56,806
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

売上高 80,215 68,972

売上原価 70,960 59,706

売上総利益 9,255 9,266

販売費及び一般管理費 7,810 7,934

営業利益 1,445 1,331

営業外収益

受取利息 28 27

受取配当金 75 83

仕入割引 18 19

その他 50 58

営業外収益合計 172 189

営業外費用

支払利息 5 5

売上割引 44 48

手形売却損 9 9

債権売却損 26 26

為替差損 189 28

その他 10 32

営業外費用合計 286 151

経常利益 1,331 1,369

特別利益

投資有価証券償還益 － 21

貸倒引当金戻入額 0 －

訴訟損失未払金戻入益 3 －

その他 0 0

特別利益合計 5 21

特別損失

固定資産除却損 5 0

投資有価証券評価損 － 1

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 24 －

その他 3 －

特別損失合計 34 1

税金等調整前四半期純利益 1,302 1,389

法人税、住民税及び事業税 381 372

法人税等調整額 183 352

法人税等合計 564 724

少数株主損益調整前四半期純利益 738 664

少数株主損失（△） △3 △9

四半期純利益 741 674
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 738 664

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △172 △367

土地再評価差額金 － 90

為替換算調整勘定 △61 △32

その他の包括利益合計 △233 △309

四半期包括利益 504 354

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 507 364

少数株主に係る四半期包括利益 △3 △9
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【追加情報】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

　第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。

（法人税率の変更等による影響）

　「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第114

号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年

法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以後に開始する連結会計年度から法人税率の引下げ及

び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法

定実効税率は従来の40.69％から、平成24年４月１日に開始する連結会計年度から平成26年４月１日に開始する連結会計

年度に解消が見込まれる一時差異については38.01％に、平成27年４月１日に開始する連結会計年度以降に解消が見込ま

れる一時差異については35.64％となります。この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除し

た金額）は114百万円減少、その他有価証券評価差額金は45百万円減少、法人税等調整額は69百万円増加しております。ま

た、再評価に係る繰延税金負債が90百万円減少し、土地再評価差額金が同額増加しております。

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成23年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（平成23年12月31日）

※１　受取手形割引高 ※１　受取手形割引高

　 999百万円 　 1,049百万円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び前第３四半期連結累計期間に係る四半

期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれん

を除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。 

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

減価償却費 274百万円 280百万円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日）

　配当金支払額

　

　

（決議）

株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成22年５月14日

取締役会
普通株式 293 8.5 平成22年３月31日 平成22年６月14日利益剰余金

平成22年10月29日

取締役会
普通株式 293 8.5 平成22年９月30日 平成22年11月30日利益剰余金

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日）

　配当金支払額

　

　

（決議）

株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成23年５月13日

取締役会
普通株式 293 8.5 平成23年３月31日 平成23年６月13日利益剰余金

平成23年10月31日

取締役会
普通株式 293 8.5 平成23年９月30日 平成23年11月29日利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 （単位：百万円）

 
報告セグメント

情通・
デバイス事業　

FAシステム事業 ビル設備事業 インフラ事業 計

売上高      

外部顧客への売上高  28,688 23,901  8,993  18,631  80,215
セグメント間の内部
売上高又は振替高

122　 283　 45　 17　 469　

計 28,811　 24,185　 9,038　 18,649　 80,684　

セグメント利益又は

損失(△)
 673 661 △27  114  1,421

   

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

　 （単位：百万円） 　

利益 金額 　

報告セグメント計 1,421 　

全社費用（注） △89 　

四半期連結損益計算書の経常利益 1,331 　

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び営業外損益であります。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　該当事項はありません。
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Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 （単位：百万円）

 
報告セグメント

情通・
デバイス事業　

FAシステム事業 ビル設備事業 インフラ事業 計

売上高      

外部顧客への売上高 19,540 27,200 9,351 12,880 68,972
セグメント間の内部
売上高又は振替高

88 171 62 1 324

計 19,628 27,372 9,414 12,881 69,297

セグメント利益又は

損失(△)　
252 1,100 30 △80 1,302

   

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

　 （単位：百万円） 　

利益 金額 　

報告セグメント計 1,302 　

全社費用（注） 67 　

四半期連結損益計算書の経常利益 1,369 　

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び営業外損益であります。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　該当事項はありません。

　

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 21円45銭 19円55銭

（算定上の基礎） 　  

四半期純利益金額（百万円） 741 674

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円） 741 674

普通株式の期中平均株式数（千株） 34,577 34,485

　（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
　

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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２【その他】

　平成23年10月31日開催の取締役会において第162期（自平成23年４月１日　至平成24年３月31日）の中間配当につ

き、次のとおり決議しました。

配当金の総額 １株当たりの配当金
支払請求の効力発生
日及び支払開始日

摘要

293百万円 8.5円 平成23年11月29日

当社定款第41条に基づき平成23年９月

30日最終の株主名簿に記載された株主

または登録株式質権者に対し、配当金を

支払う。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成24年２月６日

株式会社カナデン

取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 鈴木　欽哉　　㊞

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 森谷　和正　　㊞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社カナデン

の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成23年10月１日から平成

23年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年12月31日まで）に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任　

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して

四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論　

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社カナデン及び連結子会社の平成23年12月31日現在の財政状態及

び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要

な点において認められなかった。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　

　（注）　１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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